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検討委員会が発足しました！

　このほど、学校用途廃止となる３校の学校跡地に

ついての活用を地域で考えるため、地域を支える各

組織から選出された委員からなる「若葉台地区小中

学校跡地活用検討委員会」が発足し、検討を開始し

ました。

　平成 18 年 11 月 12 日に開催された第１回検討委員

会では、これまでの経緯を確認しつつ、横浜市とし

ての跡地活用の基本的な考え方を聴いた上で、会則

の決定、役員の選出、委員会スケジュールの確認等

を行いました。

本委員会の目的と検討事項

これまでの経緯

検討委員会のスケジュール

　平成 19 年度に用途廃止となる若葉台西・若葉台東小学校、若葉台西中学校の学校跡地を有効に活

用するため、将来の若葉台のまちづくり構想をふまえて、地域の意見・要望等をとりまとめること

を目的としています。

　その上で、次の事項について検討し、横浜市に要望書を提出する予定です。

●用途廃止後の学校跡地の利活用に関すること　　　（平成 19 年６月を目途に検討します）

●用途廃止後の学校跡地の暫定利用に関すること　　（スムーズに暫定利用をスタートさせるため、

　速やかに検討していきます）

　検討委員会は月に１回のペースで開催し、平成 19 年６月に要望書を提出する予定としています。

　若葉台地区では、「小・中学校再編検討委員会」が

本年２月「若葉台地区の小・中学校再編について」

の意見書を横浜市教育長に提出し、６月にその内容

に沿って市議会で再編案が承認されました。

　以来、７月には地区の都市計画に関する勉強会を

開催したり、８月より区役所及び横浜市関係部局と跡地活用に関する検討準備会を計３回開催して

まいりました。
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発行：検討委員会事務局

第１回検討委員会の概要

　日時：平成 18 年 11 月 12 日 ( 日 )
　場所：若葉台地域ケアプラザ
　議題：１ 検討委員会開催までの経緯
　　　　２ 検討委員会会則の確認
　　　　　(１)名称の決定
　　　　　(２)内容、メンバーの確認
　　　　　(３)役員選出
　　　　３ 跡地活用の考え方について
　　　　４ 今後の進め方について

11月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

検討委員会 ★第１回 ★第２回 ★第３回 ★第４回 ★第５回 ★第６回 ★第７回

(中間整理 ) ( 要望書提出 )



検討施設位置図跡地活用の考え方

日時：平成 18 年 12 月 16 日 ( 土 )
　　　13 時より
場所：若葉台東中学校　Ｅホール
議題：暫定利用について、他

委 員 長　山岸　弘樹（連合自治会会長）
副委員長　南　　勇　 （体育指導委員協議会会長、東中学校開放委員会委員長）
副委員長　白岩　正明（地区社会福祉協議会会長）
委　　員　長沼　伸行（連合自治会事務局長）　　　　　小原　淳治（連合自治会広報理事）
　　　　　皆川　猛文（第一自治会会長）　　　　　　　清水　正勝（東自治会会長、東小学校開放
　　　　　泉妻　輝夫（二丁目南自治会会長）　　　　　　　　　　　委員会委員長）
　　　　　武笠　信義（北自治会会長）　　　　　　　　斉藤　克郎（中央自治会会長）
　　　　　細川　麗子（とちのき自治会会長）　　　　　大野　清志（ゆりのき自治会会長）
　　　　　太田　博人（西自治会会長、西中学校開放　 川畑　裕行（あかね自治会会長）
　　　　　　　　　　　委員会委員長）　　　　　　　　小川　政夫（もみじ自治会会長）
　　　　　内山　善彦（青少年指導員協議会会長）　　　正藤　澄雄（スポーツ・文化村文化総務）
　　　　　堀　　進　 （若葉台まつりの会会長）　　　　片岡　正　 （老人会若葉台支部支部長）
　　　　　中川　昭人（若葉台管理センター事務局長）　祖父江祐子（東小ＰＴＡ会長）
　　　　　沼田みどり（北小ＰＴＡ会長）　　　　　　　後藤　雅代（西小ＰＴＡ会長）
　　　　　横山　栄子（東中ＰＴＡ会長）　　　　　　　古賀　司　 （西中ＰＴＡ会長）
　　　　　村井　守　 （北小学校開放委員会委員長）　　三沢　聖子（西小学校開放委員会委員長）
　　　　　井上　政夫（学校代表、オブザーバー）　　　黒羽トミ子（東ＣＨ、オブザーバー）
　　　　　大門　洋文（学識経験者）

　＊委員長は満場一致で推挙され、決定しました。
　＊副委員長は委員長による指名により選定されました。
　＊各委員の任期は要望書の提出までとし、各選出組織の役職変更にかかわらず一貫して務めるこ
　　とが確認されました。
　＊事務局は旭区役所区政推進課が務めることとなりました。

検討委員

次回予定

　

■本検討委員会へのご意見は、ＦＡＸもしくはＥ-mail にて、
　下記事務局までお寄せください。

【若葉台地区小中学校跡地活用検討委員会事務局】
　 旭区役所区政推進課企画調整係
　　　 ＦＡＸ ：９５１－３４０１
　　　 Ｅ-mail：as-kikaku@city.yokohama.jp
　　　 ＴＥＬ ：９５４－６０２７

　横浜市行政運営調整局および教育委

員会事務局より跡地活用に関する基本

的な考え方の説明が行われました。

○跡地の活用にステレオタイプのパタ

　ーンがあるわけではなく地域の要望

　を聴きながら丁寧に進めたい。　

○決定が拙速になることはまずいが、

　建物を老朽化させないスピード感も

　必要である。　

○暫定利用については、恒久的な活用

　に支障のない範囲での利用となり、

　また、利用にあたっては、利用者に

　責任をもっていただくことになる。

新「若葉台中学校」

新「若葉台小学校」

＝検討施設
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